
武市監告示第１２号 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定により監査を実施したので、同条第９項及び同

基準第１５条の規定によりその結果を公表します。 

 

令和７年６月３日 

 

武雄市監査委員 成松 義秀 

 

 

武雄市監査委員 末藤 正幸 

 

 

財政援助団体等監査の結果に関する報告について 

 

１ 監査の種類   財政援助団体監査、出資団体監査 

 

２ 監査の対象   一般財団法人 武雄市スポーツ協会 

 

３ 監査の対象期間  令和５年１１月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 監査の着眼点及び実施内容 

   監査は、財政援助に係る出納、出資に係る出納及び公の施設の管理に係る出

納その他の事務が適正に行われているかを主眼として、抽出した諸帳簿等関係

書類を検査するとともに、関係者から説明を聴取した。 

 

５ 所管課  企画部スポーツ課 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

実施場所  監査委員事務局 

日  程  令和７年５月３０日（金） 

 

７ 団体の概要 

（１）設立の目的 

（１）武雄市の体育団体を統括し、これを代表する団体として、市民体育・スポー

ツの普及と振興に関する事業を行い、市民の体力向上とスポーツ精神を養い、

健全な心身の発展に寄与することを目的とする。 

（２）事業の内容 

     ・市民がスポーツに親しむ機会の創出に関する事業 



     ・競技スポーツの振興に関する事業 

     ・関係スポーツ団体との連携に関する事業 等 

（３） 職員数 

     ４名（令和７年４月１日現在） 

 

８ 武雄市からの財政援助等 

  （１）補助金 

運営費の助成としての令和５年度の補助金は予算現額２１，５５６，０００円

に対して決算額２１，０００，０００円、令和６年度当予算現額は、２０，０１

９，０００円に対して決算額２０，２７１，３９３円となっている。 

  （２）出資金 

基本財産は３３，２５６，００４円（令和７年３月３１日現在）で、そのう

ち武雄市は２０，０００，０００円を出捐している。（出捐率６０．１％） 

 

９ 監査の結果 

財政援助等に係る出納、その他の事務、収支の会計経理はおおむね適正に行わ

れており、事業は財政援助等の目的に沿って適切に執行されていると認められた。 

 


